
整理番号

事業区分

事 業 名

事 業 種

実行箇所

印

審査者

設計者

造林事業仕様書

平成２８年度

保育間伐

県営林　保育間伐　事業　No.006

秩父郡横瀬町大字横瀬字生川地内

職　名 氏　　　名



外 9,950 本

保育間伐 21-に-2 30.50 ha

9,950 本

30.50 ha

共通

仮設費

現場

管理費等

計

消費税

相当額

工事費

計

工  事  費  内  訳  表
費目 事業種 数  量 単価 金  額 摘要林小班実 　行 　箇 　所

間接
工事費

横瀬町大字横瀬字生川

直  接
工事費

間接
工事費計



準備費

安全費

営繕損料

労務者輸送費

技術管理費

計

備  考

共  通  仮  設  費  明  細  表

区　分 算　出　基　礎 金　額 明細表番号



植栽

年度 成立本数

(林齢) ha 本 平均直径

S55
保育間伐 ヒノキ （37） 0.72 340 -    730 360 2,890 16～22 20% 

S53
ヒノキ （39） 5.72 2,060 -    900 380 3,180 16～22 20% 

S52
ヒノキ （40） 2.09 720 -    730 300 2,530 16～22 20% 

S51
ス　ギ （41） 1.00 280 -    550 230 1,930 16～22 20% 

S51
ヒノキ （41） 2.90 1,050 -    550 230 1,930 10～16 20% 

S47
ヒノキ （45） 2.56 880 -    200 80 680 16～22 20% 

S48
ヒノキ （44） 4.39 1,410 -    300 170 1,320 16～22 20% 

S49
ヒノキ （43） 1.50 300 -    600 280 2,280 16～22 20% 

S50
ヒノキ （42） 2.63 690 -    500 190 1,640 16～22 20% 

S51
ヒノキ （41） 2.75 770 -    730 310 2,590 10～16 20% 

S53
ヒノキ （39） 4.24 1,450 -    750 300 2,550 16～22 20% 

計 30.50 9,950

1,800本/ha

1,700本/ha

1,600本/ha

ＮＯ．　　　　   

1,400本/ha

1,000本/ha

21-

1,400本/ha

1,300本/ha

1,700本/ha

22-

21-
1,800本/ha

直接工事費 M+6×H=L林  小  班
事業量

に- 5

2,300本/ha

21-

県    営    林    事    業    直    接    工    事    費    明    細    書

樹種

備考

刈払間伐率
事業種

刈払
事業量

21-

22-

横瀬町大字横瀬字生川

い-

横瀬町大字横瀬字生川 に- 2

横瀬町大字横瀬字生川 に- 3

5-1

横瀬町大字横瀬字生川 に- 6

横瀬町大字横瀬字生川 い-

22-

22-

い- 2-1

横瀬町大字横瀬字生川 い-

横瀬町大字横瀬字生川 に- 6

2-2

21-

横瀬町大字横瀬字生川

横瀬町大字横瀬字生川

事 業 箇 所

122-

6

い- 5-2

横瀬町大字横瀬字生川 い-

22-横瀬町大字横瀬字生川

1,700本/ha



森林整備事業特記仕様書 
 
 
本事業の実施にあたっては、公益社団法人埼玉県農林公社森林整備事業標準

仕様書第１章１－２６に規定する写真管理及び別紙２「写真撮影管理基準」の

事業記録写真のうち、１に示すものについては、本特記仕様書によるものとす

る。なお、１に示すもの以外については従来のとおりとする。 

 
１ 対象 

対象は以下のものとする。 
（１）着工前及び完成写真 
（２）施工状況写真 
（３）出来形管理写真 

 
２ 写真の仕様 

（１） 原則として GPS データが記録された写真とする。 
（２） 有効画素数は、印刷時に黒板の文字など確認すべきものが判別で

きることを前提に 100 万画素程度とする。 

 
３ 写真の提出 

（１） 提出する写真は以下のとおりに保存する。 
① 林小班ごとにフォルダ名をつけて整理・保存をする。 
② フォルダ名は「事業種名_林小班名」とする。 
③ 同一林小班内に撮影地点が複数ある場合には、測点名をフォルダ

名とした子フォルダを作成し、整理・保存する。 
   （２）（１）の写真データを電子媒体で、別紙２の写真撮影管理基準第６

項に示す写真帳と併せて提出するものとする。 

 
４ ウイルスチェック 

電子媒体は提出する前にウイルスチェックを行い、そのウイルス対策ソ

フト名およびそのバージョン、チェック年月日を電子媒体の表面に明記す

ること。 

 
５ 定めのない事項 
   上記に定めのない事項は、監督員と協議するものとする。 
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